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はじめに 

 

現在の社会環境は，厳しい経済状況、国・地方を通じた財政危

機，地方分権の推進など社会・経済の構造が大きく変化していま

す。この時代の急速な変化は，国ばかりでなく，地方自治体の行

政運営にも手法の転換が求められ，新たな行政課題への取り組み

や明確な行政目標設定の必要が生じています。こうした中，現在

の小美玉市を取り巻く財政環境は，長引く景気の低迷からの回復

の兆しはあるものの，厳しい状況が続くことが予想されておりま

す。 

 

 一方，市民のニーズは時代の変化とともに多様化し，市民の満

足度を向上させるためには，安全・安心対策や子育て支援，健康・

福祉対策，環境にやさしいまちづくりなど，新たな行政サービス

の提供が求められています。このため，費用対効果の検証による

支出の見直しや民間委託をさらに推進し，財源を確保していく必

要があります。また，これまでのような行政からの一方通行のサ

ービス提供の形態から，市民と行政の役割分担を明確にした協働

体制の確立も重要な課題となっています。 

  

小美玉市では，市政が直面する数多くの行政課題に対し，自ら

積極果敢に取り組むべく行財政改革大綱を策定し，市民のための

市政，効率的な行政運営を目指し，行財政改革を進めていきます。 
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１. 行財政改革推進の背景 

（１） これまでの取組み（旧３町村の経過） 

「最小の経費で、最大の効果を」の実現を目指して合併前の旧３町村においては，以下の取組

をしてきました。 

 

旧小川町行政改革大綱 旧美野里町行政改革大綱 旧玉里村行政改革大綱 

○策定時期 

平成８年２月 

○大綱の項目 

①行政（職員）と町民 

②事務事業の見直し 

③組織機構の見直し 

④ＯＡ化の推進 

⑤公共施設の管理運営 

 

 

 

○実施期間 

平成８年度～平成１２年度 

○推進項目 

１６項目 

○策定時期 

平成１３年３月 

○大綱の項目 

①事務事業の見直し 

②組織機構の見直し 

③財政運営の効率化 

④情報化時代に対応した 

行政サービス 

⑤定員管理、給与の適正化 

⑥人材の育成 

 

○実施期間 

平成１３年度～平成１７年度 

○推進項目 

３５項目 

○策定時期 

平成１１年３月 

○大綱の項目 

①事務事業の見直し 

②時代に即応した組織機構の見直し 

③定員管理及び給与の適正化の推進 

④職員の能力開発等の推進 

⑤事務改善の推進と経費の節減 

⑥行政の情報化の推進等による行政

サービスの向上 

 

○実施期間 

平成１１年度～平成１５年度 

○推進項目 

２２項目 

 

（２） 合併による行財政改革効果と新たな課題 

行財政基盤の強化と行政の効率化を目的として，平成１８年３月２７日に小川町・美野里町・

玉里村が合併し，小美玉市が誕生しました。市町村合併は，「究極の行財政改革」と称されるこ

とがあります。 

本市は合併によって，新たなまちづくりの第一歩を踏み出したところですが，新たな課題も生

じてきています。 

 

① 想定された合併による行財政改革効果 

○組織のスリム化効果 

合併に伴う組織のスリム化により，特別職，議会議員，一般職員の人件費は１１年間累計で 

約２２億円の節減効果と想定されました（新市建設計画 第６部 財政計画より）。 

 

○合併に伴う事務事業の見直し効果 

合併前の調整に係る事務数は，1,140事務であり、合併時までに統一（統合・再編）された

ものが819事務，合併による見直しで廃止された事務が77事務ありました。残りの244事務につ

いては，平成18年度以降に統一（統合・再編）する計画となっています。 



 

 4 

○合併に伴う優遇措置の活用効果 

合併市町村には，新市の一体感の醸成や均衡発展に資する事業に対して合併特例債の発行が

認められています（小美玉市の場合は，合併後10 年間で約198億円の起債が可能）。 

また，合併に伴う国・県の財政支援の総額は，約30億円(合併後11年間)が見込まれています。 

 

② 合併による新たな課題 

合併により簡素で効率的な行政組織・機構の確立を目指しました。しかし，現在の段階では行 

政組織・機構は，合理化の余地を多分に残していると言えます。総合支所方式がもたらす支所へ

の人員の分散配置及び組織の細分化により，事務の効率化が生かされにくいというデメリットが

発生していたり，各町村が持ち寄った類似，同目的の事務事業の調整が不完全な形で残ってしま

っていたりと，新たな課題が発生していると言えます。合併の目指した効果の実現には，より一

層の行財政改革を進めなくてはなりません。 

 

 

（３） 社会環境、社会情勢の変化 

 平成１２年４月１日に地方分権一括法が施行されたことにより，国と地方公共団体との関係は

大きな変革の時期を迎えました。また，社会環境や社会情勢の変化は、地方自治体が柔軟かつ弾

力的に対応できるような体力を必要とし，多様化する行政ニーズにこたえるための新たな取り組

みを必要としています。 

 

① 急速な少子・高齢化の進展 

出生率の低下と平均寿命の伸長による少子・高齢化が急速に進展し，今後，子育て支援策，高 

齢者の保健・医療など，特に福祉分野における行政需要の増大が見込まれています。 

 

② 地方分権の進展 

国における国庫補助負担金，地方交付税の見直し，税源移譲を含む税源配分の見直しを行う， 

いわゆる「三位一体の改革」の影響などにより，地方財政は極めて厳しい状況を迎えていると言

えます。 

国の権限（税源及び事務事業）の地方への移譲が進めば，地方自治体は自らの判断のもと，よ 

り地域の実情に沿った施策の展開が可能となる反面，各自治体の責任も比例して重くなることを

意味しており，限られた行政資源の中で住民サービスを向上させるための行財政基盤の強化が，

これまで以上に求められることになります。 

 

③ 情報化の進展 

コンピュータネットワークを始めとする情報化が急速な進展を見せる中，地方自治体において 

も，住民基本台帳ネットワーク，総合行政ネットワーク「ＬＧＷＡＮ」など，電子政府・電子自

治体の実現に向けた取り組みが本格化してきました。 

今後，ＩＴ「情報技術」化が進むことは，市民の利便性や行政の効率性が向上するとの利点が
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ありますが，多額の費用を要するために，費用対効果などの慎重な検証が必要となります。また、

これら情報化の推進に際しては，その前提として，個人情報の保護や流出の防止，不正進入やコ

ンピュータウィルス等に万全を期すことが強く求められてきます。 

 

④ 新しい公共空間 

平成１７年３月に総務省により示された「地方公共団体における行政改革の推進のための新た

な指針」では，これまで行政が主として提供してきた公共サービスについても，今後は，地域に

おいて住民団体をはじめＮＰＯ（※１）や企業等の多様な主体が提供する多元的な仕組みを整え

ていく必要があるとしており，自治体と協働して公共を担う「新しい公共空間」（※２）の形成

を地域経営の前提としてとらえる考え方が示されています。 

新市のまちづくりを進めるためには，行政自らが担う役割を重点化するとともに，職員の意識

改革を含め，行財政運営の意識的な転換を図ることで，市民と協働のまちづくり（※３）の実現

を目指す必要があるのです。 

 

※１ ＮＰＯ（Non－Profit Organization）：非営利組織という意味のNon-Profit Organizationの頭

文字を取ったもの。このうち特定非営利活動促進法に基づいて，所轄庁の認証を受けた団体が

「ＮＰＯ法人」です。環境や福祉などの広い分野で，かつ，主として特定の社会課題の解決を

使命とした活動を継続的に行う市民活動団体です。 

 

※２ 新しい公共空間：人が生き生きとして地域社会に関わり，自治体運営を持続可能なものとして

いくためには，公共を行政のみによって担うという考え方から脱して，地域の様々な主体が自

治体と協働して公共を担うという自治体運営の考え方を表します。 

 

※３ 協働のまちづくり：市民と行政が協働して，適切な役割分担のもとに協力して働くことを言い

ます。互いの成果と責任を共有し合う，対等な協力関係が前提となります。この場合の市民と

は個人としての市民ばかりでなく，個人や地域が主体的に組織的な活動を行う団体，企業など

の法人，また場合によっては，国・県の機関や公社・公団などを含みます。 

 

 

（４） 新たな行財政改革の必要性 

旧3町村では，これまでも行政資源を最大限に活用し，「最小の経費で最大の効果」の実現を

目標に行財政改革を推進してきました。 

しかしながら，市民の負託に応え，21世紀の本格的な地方分権時代に対応した「自立したまち

づくり」を推進するためには，現在のままでは地方自治体としての体質や体力に限界が生じるた

めに合併を選択しました。 

この合併による行財政基盤の強化と行政組織・機構の効率化から生み出される効果をより確実

なものとし，地方分権型社会にふさわしい，新たな行政システムの構築を図るためには，次の段

階の行財政改革を着実に進める必要があるのです。 
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２．行財政改革大綱策定における基本的な考え方 

（１） 改革の基本理念 

少子高齢化や厳しい財政状況，目まぐるしく変化する社会経済環境の中にあっても，従来の

行政サービス水準の維持と更なる向上を図るためには，行政資源を有効活用し，少ない費用で

最大の効果が発揮できるよう，行財政改革を確実に推進することが不可欠となります。 

このため，本市の行財政改革はＰ（計画策定）→Ｄ（実施）→Ｃ（評価）→Ａ（見直し）を

推進方針（サイクル）として位置づけ，持続性の高い改革を目指していきます。 

行財政改革大綱は，新市建設計画に掲げた「人が輝く 水と緑の交流都市」という将来像の   

実現を目指しながら，合併の効果からもたらされる，簡素で効率的な行政組織により，質の高

い行政サービスを実現することで，住民に信頼される行政になるための戦略を示すものです。 

  その，「簡素で効率的な行政の実現」と「行政サービスの質の向上」を改革の基本理念とし

ます。 

 

（２） 改革の推進期間 

大綱の推進期間を平成１８年度より平成２２年度までの５年間とします。 

   

（３） 改革の推進体制 

平成１７年３月２９日に総務省より「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな

指針」（『新地方行革指針』）が示されました。その指針に基づき，「小美玉市行財政改革大

綱」を策定するに当たっては，集中改革プラン（※４）との整合が必要になってまいります。 

また，総務省指針をもとに大綱を策定していくことにより，他市町村との比較・整合も図ら

れることになります。それとともに，合併時において未調整となっている事務についても 考

慮しながら策定していきます。 

策定に当たっては，市長を本部長とする『小美玉市行財政改革推進本部』により素案を作成

していきます。大綱の素案は，市民の委員による「小美玉市行財政改革懇談会」に報告し，意

見や助言を取り入れながら策定し，さらに広く市民の意見を聞くためパブリックコメント 

（※５）を実施します。 

このように策定された大綱は，市民にわかりやすく広報紙やホームページで公表して情報の

提供を行っていきます。 

 

※４ 集中改革プラン：国において閣議決定された「今後の行政改革の方針」を受け、総務省が地方公共団体に対して示し

た「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」（平成17年３月)に基づいたプランであり、全国の都

道府県や市町村には、平成17年度を起点とし、平成21年度までの５か年間の具体的な取組を集中的に実施することが

求められております。 

 

※５ パブリック コメント：市の重要な施策や計画を策定していく中で、その案を公表し、広く市民の皆さんに意見や情

報を求め、提出された意見などを考慮して決定していくものです。この制度によって、政策決定過程における公正性

の確保と透明性の向上を図り、市民参加による開かれたまちづくりの実現を目指します。 
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（４） 実施計画の策定 

実施計画とは，大綱に基づき実施すべき改革項目について，具体的な改革の内容及びスケジ

ュールを明らかにするために策定するものです。この実施計画については、地方分権の進捗状

況や国の行政改革の状況等に応じて随時見直すとともに，別途策定している新市の総合計画等

の各種計画との連携を図っていきます。 

（５） 改革の進行管理 

改革の進行管理は，実施計画の策定を通じ，行財政改革推進本部が行っていきますが，説

明責任や透明性が果たせるよう市民の代表者からなる行財政改革懇談会によるチェック機

能を確保します。 

また，市のホームページ，広報誌等を通じて積極的に公表し行財政改革に対する市民の意

見を収集し，必要に応じて，翌年度の予算編成においてアクションを起こしてまいります。 

 

３．行財政改革の主要事項  

（１） 行政の担うべき役割の重点化 

①民間委託等の推進 

定型的な事務事業全般にわたり，民間委託等の推進の観点から，メリットが生じるよう委

託の可能性を検証します。 

②指定管理者制度の活用 

現在直営で管理しているものを含め，すべての公の施設について，行政としての関与の必

要性，存続すべきか廃止すべきか，存続する場合には管理主体をどうするかなど管理のあり

方の検証を行います。 

③ＰＦＩ手法（※６）の適切な活用 

リスク分担に留意することで事業の安定性の確保に留意しながら，公共施設の設計・建

設・維持管理・運営を民間の資金・経営能力・技術的能力を活用して実現するＰＦＩ事業の

導入について検討を行います。 

※６ ＰＦＩ(Private Finance Initiative)： 民間のノウハウと資金を活用した公共事業の新手法をいいます。    

④地方公営企業の経営健全化 

地方公営企業が提供しているサービス自体の必要性について検討し，公共性の確保等の意

義が薄れている場合には，民間への事業譲渡等について検討します。また，地方公営企業と

して事業を継続する場合であっても，公の施設の指定管理者制度，ＰＦＩ事業，民間委託等

の民間的経営手法の導入の促進を検討します。 

地方公営企業においても，職員給与の適正化，事務事業の見直し，民間委託等の推進等に

努めます。 

⑤第三セクターの経営改革 

監査体制を強化することで点検評価の充実・強化を図り，事業内容や経営状況，公的支援

等について市議会への説明を行うとともに，市民に対する情報公開に努めます。また，経営

改善や組織機構の見直しについて積極的に取り組むことで経営改革を図っていきます。 
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⑥地方公社の経営健全化 

市の行財政運営のより一層の健全化等の観点から，土地開発公社の廃止を含めた抜本的な 

見直しを進めます。 

⑦外郭団体等の見直し 

  外郭団体については，設立目的，業務内容，活動内容，運営状況の検証を行い，団体が効

率的に運営され、市の財政支出が最小限となっているのかについて見直しを行います。 

⑧地域協働の推進 

地域の課題やニーズに対応し，簡素で効率的な行政を実現する観点から，市民や，市民が

参加する団体など多様な主体が公共的サービスの提供を行おうとする取り組みについて，積

極的に支援していきます。 

 また，地域協働の実践に向けて，職員の意識改革や勤務体制の整備などに積極的に取り組

みます。 

 

（２） 行政ニーズへの迅速かつ的確な対応を可能とする組織 

①政策目標に基づく柔軟な組織 

行政ニーズへの迅速かつ的確な対応を可能とし，政策目標に基づいた効果的かつ効率的な 

事務・事業を実現する組織を目指します。 

②効率的な組織機構の実現 

合併協議の調整方針を検証し，住民サービスと行政効率のバランスに配慮した，指揮命令

系統がわかりやすい簡素で効率的な組織機構を目指します。 

 

（３） 職員の定員管理及び給与の適正化 

①定員管理の適正化 

社会経済情勢の変化等を踏まえ，対応すべき行政需要の範囲，施策の内容及び手法を改め 

て見直しながら定員管理の適正化に取り組みます。 

特に合併に伴う組織編成，同一又は類似の事務事業の統合，事務の集約化などにより，事 

務・事業の抜本的な見直しを計画的に行い，積極的・計画的な組織の合理化と定員管理の適 

正化に努めます。 

また，定員管理適正化計画を策定し，着実に計画を実施するとともに積極的に計画を見直

します。 

②給与の適正化 

 住民の納得と支持が得られるよう，給与制度・運用・水準の適正化を推進します。 

③定員・給与等の状況の公表 

 定員・給与等状況の公表については，市民が理解しやすいような工夫を積極的に講じます。 

④福利厚生事業 

職員に対する福利厚生事業については，市民の理解が得られるよう適正な事業の実施に努 

めます。 
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（４） 人材育成の推進 

①人材育成基本方針の策定 

分権型社会の担い手にふさわしい人材を育成するために人材育成基本方針を策定し，適切 

に見直しを行っていきます。 

②職員改革 

地方分権時代を迎えて転換期にある地方自治体は，新しい時代に総合的，戦略的，機動的

に対応していくことが重要となってきています。そのためには，職員の意識を積極的に改革

するとともに，計画的に，幅広い視野や専門知識・技術をもった人材の育成・雇用を行って

いきます。 

 

（５） 公正の確保と透明性の向上 

地方公共団体の自己決定権の拡大に伴い，市民等への説明責任を果たし，市民等の監視の

もとに公正の確保と透明性の向上の実現を図るため，情報公開条例や行政手続条例を適正に

運用するとともに，行政情報の積極的な提供，監視・監査機能の充実を図ります。 

 

（６） 電子自治体の推進 

電子自治体の推進に当たっては，情報セキュリティの確保にも十分留意しながら，行政サ

ービス向上の観点から業務改革を推進します。 

 

（７） 自主性・自律性の高い財政運営の確保 

①経費の節減合理化等財政の健全化 

財政状況を分析した上で，事務・事業の見直しを行うことにより，歳出全般の効率化と財

源配分の重点化を図るとともに，自主的かつ自発的に財政構造の改善に努めます。 

また，市民に対して財政状況が総合的に把握できるような，わかりやすい情報の提供を行

っていきます。 

②自主財源の確保 

三位一体改革における税源移譲の進展や税負担の公平確保の必要性等を踏まえ，税の徴収 

率の一層の向上に積極的に取り組みます。 

また，合併により未調整となっている受益者負担金等の適正化・公平化に努め，徴収率の 

より一層の向上等に努めます。 

③補助金等の整理合理化 

各種補助金等については，行政として対応すべき必要性，費用対効果，経費負担のあり方

等について検証し，整理合理化を推進していきます。 

市民活動や市民と行政の関係などの信頼を損なわないよう配慮するため，市民等に対する

説明責任を果たしながら計画的に廃止・縮減を進めていきます。 

④公共工事のコスト縮減 

公共工事のコスト構造の改革に積極的に取り組み，入札・契約制度については，情報の公

開をはじめとする更なる適正化に向けた取り組みを推進します。 


